
　

厚
生
労
働
省
は
三
月
政
令
を
改
定
し
、
平
成
二
二
年
度
の
在
職
老
齢
年
金

（
勤
め
な
が
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
）
の
支
給
停
止
基
準
額
を
四
月
以
降

「
四
八
万
円
」
か
ら
「
四
七
万
円
」
に
す
る
こ
と
を
官
報
に
記
載
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
年
金
の
裁
定
を
受
け
た
後
勤
め
に
出
て
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
に

な
っ
て
い
る
人
は

大
で
年
六
万
円
年
金
減
額
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
の

影
響
は
本
年
六
月
支
給
分
か
ら
と
な
る
。
支
給
停
止
基
準
額
は
賃
金
の
変
動
等

（
物
価
変
動
率
×
実
質
賃
金
変
動
率
）
に
よ
り
自
動
的
に
改
定
さ
れ
る
仕
組
み

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
下
落
に
よ
り
基
準
額
が
下
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

在
職
老
齢
年
金
（
在
老
・
高
在
老
）

在
職
老
齢
年
金
（
在
老
・
高
在
老
）

―
勤
め
た
場
合
に
年
金
額
を
一
部
カ
ッ
ト
す
る
仕
組
み
―

―
勤
め
た
場
合
に
年
金
額
を
一
部
カ
ッ
ト
す
る
仕
組
み
―

　

働
い
て
一
定
以
上
の
収
入
を
得
て
い
る
年
金
受
給
者
（
共
済
年
金
を
含
む
）

の
う
ち
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
に
な
っ
て
い
る
人
の
年
金
は
こ
れ
ま
で
次
の

ル
ー
ル
で
一
部
カ
ッ
ト
さ
れ
て
き
た
（
勤
務
日
数
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
現

在
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
カ
ッ
ト
対
象
外
）
。

言
葉

＊　

「
総
報
酬
月
額
相
当
額
」
＝
そ
の
月
の
標
準
報
酬
月
額
＋
直
近
一
年
間

の
賞
与
額
の
合
計
を
一
二
で
割
っ
た
額
（
共
済
で
は
「
基
準
給
与
月
額
相

当
額
」
に
当
た
る
）

＊　

「
基
本
月
額
」
＝
加
給
年
金
や
経
過
的
加
算
を
除
い
た
年
金
額
を
一
二

で
割
っ
た
額
（
共
済
で
は
「
在
職
中
支
給
基
本
額
」
に
当
た
る
）

※　

厚
生
年
金
の
用
語
は
、
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
相
当
す
る
言
葉
や
算
式

に
読
み
替
え
る

　

∧
六
〇
～
六
四
歳
∨
（
在
老
の
仕
組
み
）

　

基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
が
二
八
万
円
以
下
の
場
合

：

年
金
カ
ッ

ト
は
な
く
全
額
支
給

　

基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
が
二
八
万
円
超
の
場
合
の
年
金
支
給
額

（
一
ヶ
月
）
（
以
下
の
算
式
で
数
字
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
〇
円
）

　

①　

基
本
月
額
二
八
万
円
以
下
・
総
報
酬
月
額
相
当
額
四
八
万
円
以
下

：

基

本
月
額

－

（
総
報
酬
月
額
相
当
額
＋
基
本
月
額

－

二
八
万
円
）
×
一
／
二

　

②　

二
八
万
円
以
下
・
四
八
万
円
超

：

基
本
月
額

－{

（
四
八
万
円
＋
基
本

月
額

－

二
八
万
円
）
×
一
／
二

－

（
総
報
酬
月
額
相
当
額

－

四
八
万
円
）

　

③　

二
八
万
円
超
・
四
八
万
円
以
下

：

基
本
月
額

－

総
報
酬
月
額
相
当
額
×

一
／
二

　

④　

二
八
万
円
超
・
四
八
万
円
超

：

基
本
月
額

－{

（
四
八
万
円
×
一
／

二
）
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額

－

四
八
万
円}

※　

再
任
用
な
ど
で
共
済
の
組
合
員
で
あ
り
続
け
て
い
る
共
済
年
金
受
給
者
に

対
す
る
一
部
支
給
は
上
記
の
厚
生
年
金
の
算
式
に
ほ
ぼ
重
な
る
が
、
④
に
つ

い
て
は
「
在
職
中
支
給
基
本
額

－

（
基
準
給
与
月
額
相
当
額

－

四
八
万
円
×

一
／
二
）
」
と
な
り
独
自
性
が
あ
る
。

∧
六
五
～
七
〇
歳
∨
（
高
在
老
の
仕
組
み
）

　

基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
が
四
八
万
円
以
下
の
場
合

：

年
金
カ
ッ

ト
は
な
く
全
額
支
給

　

基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
が
四
八
万
円
超
の
場
合

：

一
ヶ
月
の
年

金
支
給
額
は
老
齢
厚
生
年
金
月
額

－

（
総
報
酬
月
額
相
当
額
＋
老
齢
厚
生
年

金
月
額

－

四
八
万
円
）
×
一
／
二

※　

共
済
年
金
の
年
金
受
給
者
が
厚
生
年
金
な
ど
他
の
年
金
制
度
に
加
入
し

た
場
合
、
六
五
歳
未
満
を
含
め
て
上
記
の
高
在
老
並
み
の
支
給
制
限
と

な
っ
て
い
る
。

　
　

「
支
給
停
止
額
＝
基
準
収
入
月
額
相
当
額
（
厚
生
年
金
の
総
報
酬
月
額

年
金
課
税
問
題
前
進
を
め
ざ
し
て

年
金
課
税
問
題
前
進
を
め
ざ
し
て

＝
退
職
者
連
合
・
民
主
党
に
要
請
＝

＝
退
職
者
連
合
・
民
主
党
に
要
請
＝

　

退
職
者
連
合
は
二
〇
〇
四
年
の
税
制
改
定
に
よ
る
年
金
に
対
す
る
課
税
強
化

を
改
め
る
よ
う
政
府
に
求
め
続
け
て
き
た
。
昨
年
の
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

で
民
主
党
は
我
々
の
主
張
を
共
有
し
て
「
＊
公
的
年
金
控
除
の

低
補
償
額
を

一
四
〇
万
円
に
戻
す 

＊
老
年
者
控
除
五
〇
万
円
を
復
活
す
る
」
と
し
て
選
挙
に
臨

み
、
私
た
ち
も
こ
れ
に
期
待
し
、
政
権
交
代
を
め
ざ
し
て
選
挙
に
取
り
組
ん
だ
。

　

政
権
交
代
後
の
政
府
税
調
で
の
議
論
で
は
、
残
念
な
が
ら
二
〇
一
〇
年
度
予

算
に
反
映
す
る
制
度
改
正
は
実
現
し
て
い
な
い
。

　

民
主
党
は
今
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
に
向
け
て
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
検
討
に

入
っ
て
お
り
、
五
月
中
に
も
骨
格
を
ま
と
め
る
と
し
て
い
る
。

　

も
と
も
と
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
税
制
に
つ
い
て
「
所
得
控
除
か
ら
税
額

控
除
・
給
付
へ
」
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
お
り
、
所
得
控
除
の
拡
大
で
あ
る

前
記
の
年
金
課
税
課
題
は
調
整
を
要
す
る
テ
ー
マ
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

別
の
視
点
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
高
齢
者
に
煩
雑
な
確
定
申
告
の
負
担
を

強
要
し
な
い
た
め
に
年
金
分
離
課
税
の
可
能
性
を
検
討
し
て
ほ
し
い
と
す
る
声

も
あ
る
。

　

し
か
し
、
年
金
課
税
強
化
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
所
得
税
額
に
連
動
す
る
公

租
公
課
に
は
ね
か
え
っ
て
高
齢
者
の
生
活
を
圧
迫
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る

怒
り
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
期
待
が
総
選
挙
で
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

か
り
そ
め
に
も
そ
れ
を
実
現
し
な
い
ま
ま
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
変
更
さ
れ
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。

　

退
職
者
連
合
は
四
月
一
三
日
に
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
作
成
の
年
金
・
税

制
部
門
を
担
当
す
る
「
国
民
生
活
研
究
会
」
の
会
長
で
あ
る
中
野
寛
成
衆
議
院

議
員
ほ
か
と
会
い
、
要
望
を
伝
え
意
見
交
換
し
た
。

　

民
主
党
側
か
ら
は
、
約
束
は
大
切
に
す
る
こ
と
と
、
国
の
財
政
事
情
・
負
担

の
仕
組
み
・
税
の
再
分
配
機
能
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
表
明
さ
れ

た
。
私
た
ち
は
引
き
続
き
重
点
要
望
の
実
現
に
向
け
て
努
力
し
て
い
く
。

　

相
当
額
に
あ
た
る
）
＋
基
本
月
額
（
退
職
共
済
年
金
額
か
ら
職
域
相
当
・

加
給
年
金
・
経
過
的
加
算
を
除
い
た
額
）

－

四
八
万
円
×
一
／
二
」

　

公
務
員
歴
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
と
民
間
歴
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
二
つ

を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
前
記
算
式
で
そ
れ
ぞ
れ
に
支
給
制
限
額
を
計
算
す

る
こ
と
に
な
る
。

支
給
停
止
基
準
額
改
定

支
給
停
止
基
準
額
改
定

―
停
止
基
準
額
＝
支
給
保
証
額
が
一
万
円
下
が
り
、
そ
の
半
分
の
五
千
円
が
停
止
額
に
―

―
停
止
基
準
額
＝
支
給
保
証
額
が
一
万
円
下
が
り
、
そ
の
半
分
の
五
千
円
が
停
止
額
に
―

　

平
成
二
二
年
度
、
在
職
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
基
準
額
が
改
定
さ
れ
、
前
記

算
式
中
二
八
万
円
は
変
更
な
し
、
四
八
万
円
は
平
成
二
一
年
の
名
目
賃
金
が

二
・
四
％
と
大
き
く
下
落
し
た
た
め
四
七
万
円
に
下
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
例
え
ば
共
済
年
金
受
給
者
で
年
金
と
給
料
（
賞
与
の
月
割
額
含

む
）
の
合
算
額
が
四
七
万
円
を
超
え
る
人
に
つ
い
て
は
、
超
え
た
分
の
半
分
が

支
給
停
止
に
な
る
の
で
、
今
ま
で
よ
り
年
金
額
が
月
五
千
円
（
年
六
万
円
）
減

る
こ
と
に
な
る
。

　

賃
金
・
物
価
の
動
向
に
よ
っ
て
は
次
年
度
再
び
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

年
金
は
貯
蓄
と
そ
の
引
き
出
し
で
は
な
く
助
け
合
い
に
よ
る
生
活
保
障
な
の

で
、
収
入
に
応
じ
て
年
金
額
が
調
整
さ
れ
る
仕
組
み
自
体
は
理
解
で
き
る
が
、

年
金
制
度
の
安
定
、
年
金
額
の
維
持
・
増
額
は
、
労
働
力
人
口
と
労
働
分
配
率

＝
き
ち
ん
と
働
け
る
人
が
い
て
適
正
な
賃
金
を
保
障
す
る
社
会
＝
に
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
。

最
大
で
六
万
円
の
年
金
減
額

最
大
で
六
万
円
の
年
金
減
額　　

―
勤
め
な
が
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

―
勤
め
な
が
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人  

在
職
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
基
準
額
改
定
―

在
職
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
基
準
額
改
定
―
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政
府
は
三
月
八
日
に
首
相
を
責
任
者
と
す
る
「
新
年
金
制
度
に
関
す
る
検
討

会
」
と
そ
の
「
実
務
者
検
討
チ
ー
ム
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
五
月
を
目
途
に
基

本
の
枠
組
み
を
ま
と
め
る
と
し
て
い
る
。
政
権
発
足
当
初
は
当
面
年
金
記
録
問

題
の
解
決
に
集
中
し
て
、
年
金
制
度
の
検
討
は
二
〇
一
三
年
ま
で
に
検
討
す
る

方
向
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
参
議
院
選
挙
を
前
に
作
業
が
前
倒
し
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。

　

民
主
党
は
三
月
末
、
参
議
院
選
挙
に
向
け
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
り
ま
と
め
の

た
め
に
三
つ
の
研
究
会
を
発
足
、
作
業
結
果
を
五
月
末
に
政
権
公
約
会
議
で
決

定
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
年
金
を
含
む
社
会
保
障
に
つ
い
て
は

「
国
民
生
活
研
究
会
＝
会
長

：

中
野
寛
成
・
事
務
局
長

：

平
野
達
男
」
で
検
討

す
る
と
し
て
お
り
、
政
府
の
検
討
会
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

求
め
ら
れ
る
慎
重
な
検
討

求
め
ら
れ
る
慎
重
な
検
討

―
多
く
の
加
入
者
の
権
利
に
直
結
す
る
超
長
期
の
年
金
制
度
―

―
多
く
の
加
入
者
の
権
利
に
直
結
す
る
超
長
期
の
年
金
制
度
―

　

民
主
党
は
二
〇
〇
四
年
の
年
金
改
革
法
案
、
二
〇
〇
七
年
・
二
〇
〇
九
年
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
で
年
金
改
革
案
を
示
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
体
系

性
・
整
合
性
・
説
得
性
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
多
く
の
加

入
者
の
権
利
に
直
結
す
る
超
長
期
の
制
度
で
あ
る
年
金
は
、
選
挙
向
け
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
く
実
証
的
で
慎
重
な
論
議
・
合
意
形
成
に

よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

仮
に
大
幅
な
制
度
変
更
を
企
図
す
る
場
合
は
、
現
制
度
を
維
持
す
べ
き
で
な

い
理
由
・
根
拠
を
実
証
的
に
示
し
、
新
制
度
の
全
体
像
と
そ
れ
に
よ
っ
て
現
制

度
の
問
題
点
が
い
か
に
解
決
さ
れ
る
か
、
新
制
度
へ
の
移
行
に
要
す
る
時
間
と

コ
ス
ト
と
リ
ス
ク
へ
の
対
処
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
政

府
と
し
て
こ
れ
ま
で
公
的
年
金
の
加
入
者
に
約
束
し
て
き
た
給
付
を
履
行
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

制
度
の
運
用
に
か
か
わ
る
こ
と
（
操
縦
）
、
制
度
の
基
礎
的
条
件
に
な
る
社

会
・
経
済
の
設
計
（
海
）
は
年
金
制
度
そ
れ
自
体
（
船
）
と
は
異
な
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

　

以
下
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
民
主
党
の
主
張
へ
の
い
く
つ
か
の
問
題
意
識
を

提
示
し
、
今
後
の
検
討
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

年
金
制
度
の
一
元
化
・
所
得
比
例
年
金

年
金
制
度
の
一
元
化
・
所
得
比
例
年
金

創
設
は
可
能
か
・
必
要
か

創
設
は
可
能
か
・
必
要
か

　

「
全
て
の
人
が
同
じ
年
金
制
度
に
加
入
す
る
よ
う
一
元
化
し
、
共
通
の
所
得

比
例
年
金
を
新
設
す
る
」
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
諸
点
は
ど
う
考
え

ら
れ
て
い
る
か
。

①　

現
在
所
得
比
例
分
の
無
い
国
民
年
金
加
入
者
に
つ
い
て
被
用
者
と
同
等
の

新
た
な
保
険
料
負
担
を
求
め
る
合
意
形
成
は
可
能
か
。
ま
た
、
所
得
を
捕
捉

し
保
険
料
を
賦
課
徴
収
す
る
実
務
は
可
能
か
。

②　

一
元
化
す
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
被
用
者
年
金
を
支
え
て
き
た
保
険
料
の
事

業
主
負
担
分
を
い
か
に
継
承
す
る
か
。
国
民
年
金
加
入
者
の
事
業
主
負
担
相

当
分
は
い
か
に
確
保
す
る
か
。

③　

共
通
の
所
得
比
例
年
金
を
新
設
し
た
と
き
、
そ
れ
以
前
の
拠
出
履
歴
の

差
・
積
立
金
の
取
り
扱
い
を
ど
う
す
る
か
。

④　

新
制
度
を
提
起
す
る
場
合
、
保
険
料
率
と
そ
の
負
担
・
給
付
水
準
・
加
入

受
給
資
格
、
中
長
期
収
支
計
画
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
加
入
者
・
受
給
者
は
判

断
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
を
示
さ
な
い
「
構
想
」
は
混
乱
を
も

た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

⑤　

年
金
制
度
と
い
う
船
は
、
そ
れ
を
浮
か
べ
る
労
働
力
人
口
・
労
働
分
配

率
・
経
済
成
長
と
い
う
海
に
規
定
さ
れ
る
。
制
度
の
前
提
に
人
口
政
策
・
労

働
政
策
・
経
済
政
策
の
整
合
的
提
案
が
必
要
で
あ
る
。

⑥　

一
元
化
よ
り
先
に
、
現
行
制
度
の
下
で
被
用
者
で
あ
り
な
が
ら
被
用
者
年

金
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
の
労
働
者
を
加
入

さ
せ
る
こ
と
が
先
決
で
は
な
い
か
。

「
消
費
税
を
財
源
と
す
る

「
消
費
税
を
財
源
と
す
る

七
万
円
の
最
低
保
障
年
金
創
設
」
へ
の
疑
問

七
万
円
の
最
低
保
障
年
金
創
設
」
へ
の
疑
問

　

「
消
費
税
を
財
源
と
す
る
七
万
円
の

低
保
障
年
金
創
設
」
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
課
題
は
社
会
保
障
国
民
会
議
で
論
じ
ら
れ
た
「
基
礎
年
金
の
税
方

式
化
」
と
共
通
の
問
題
点
が
あ
る
。

①　

「
拠
出
履
歴
を
無
視
」
「
新
制
度
と
拠
出
履
歴
に
よ
る
重
複
払
い
」
を
と

ら
な
い
限
り
新
制
度
へ
の
完
全
移
行
に
は
六
五
年
ほ
ど
の
長
期
の
移
行
期
間

を
要
し
、
移
行
管
理
の
た
め
の
大
き
な
コ
ス
ト
と
リ
ス
ク
を
生
む
。

②　

加
入
者
の
権
利
意
識
の
強
い
保
険
方
式
に
比
し
て
、
税
方
式
は
担
税
階

層
・
財
政
当
局
に
よ
る
給
付
抑
制
が
起
こ
り
や
す
い
。

③　

制
度
が
要
求
し
た
保
険
料
を
納
め
終
え
た
年
金
受
給
者
は
年
金
財
源
分
の

消
費
税
に
よ
り
保
険
料
の
二
重
払
い
と
な
る
。
ま
た
、
新
制
度
に
お
け
る
無

年
金
者
・
低
年
金
者
・
保
険
料
免
除
対
象
者
に
も
年
金
財
源
分
の
消
費
税
負

担
が
生
ず
る
。

④　

被
用
者
年
金
保
険
料
の
半
分
を
占
め
る
事
業
主
負
担
は
消
費
税
方
式
化
に

よ
り
家
計
に
転
嫁
さ
れ
る
。

⑤　

税
方
式
化
の
論
拠
と
さ
れ
た
「
未
納
者
問
題
」
は
、
未
納
者
が
将
来
年
金

を
受
け
取
ら
な
い
の
で
保
険
収
支
外
の
存
在
と
な
り
、
年
金
の
収
支
を
損
な

う
こ
と
は
無
い
。

⑥　

今
後
大
き
な
財
源
が
必
要
な
医
療
・
介
護
・
保
育
・
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
こ

そ
消
費
税
財
源
を
充
て
、
保
険
方
式
で
安
定
的
に
財
源
を
確
保
し
て
い
る
年

金
は
そ
れ
を
継
続
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

⑦　

所
得
に
応
じ
た
「

低
保
障
年
金
」
の
支
給
停
止
・
減
額
の
基
準
は
何
か
。

適
用
す
る
場
合
、
既
裁
定
の
年
金
受
給
者
の
給
付
水
準
は
変
動
す
る
か
。
所

得
比
例
年
金
未
納
・
未
加
入
者
に
も
支
給
さ
れ
る
か
。

⑧　

七
万
円
の
根
拠
は
何
か
。
現
行
基
礎
年
金
額
・
生
活
保
護
基
準
と
の
関
連

で
の
説
明
が
必
要
。

⑨　

所
得
比
例
年
金
・

低
保
障
年
金
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
」
の
適
用
は
ど
う
な
る
か
。
（
退
職
者
連
合
と
し
て
は
マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
廃
止
を
主
張
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
基
礎
年
金
・

低
保
障

年
金
に
つ
い
て
は
速
や
か
に
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
）

歳
入
庁
と
共
通
番
号
制
度
の
導
入
へ
の
危
惧

歳
入
庁
と
共
通
番
号
制
度
の
導
入
へ
の
危
惧

　

「
国
税
庁
と
社
会
保
険
庁
（
税
務
署
と
現
ね
ん
き
ん
事
務
所
）
を
統
合
し
て

歳
入
庁
と
す
る
」「
税
と
社
会
保
障
の
共
通
番
号
制
度
創
設
」
の
方
向
が
示
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
い
く
つ
か
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。

①　

歳
入
庁
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
自
治
体
の
年
金
事
務
関
与
を
遮
断
し
た

法
改
定
の
結
果
を
検
証
し
た
う
え
で
、
実
務
的
可
能
性
と
あ
り
方
の
双
方
か

ら
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

②　

税
と
社
会
保
障
の
共
通
番
号
制
度
創
設
が
提
言
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
点

が
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

ア
．
番
号
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
カ
ー
ド
に
よ
り
「
税
・
社
会
保
障
の
個
人

勘
定
」
を
設
定
し
て
社
会
保
障
の
給
付
抑
制
を
狙
う
動
き
が
あ
る
が
、
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

イ
．
番
号
制
に
よ
り
大
量
・
詳
細
・
加
工
可
能
に
蓄
積
さ
れ
た
個
人
情
報
が
、

為
政
者
の
悪
意
に
よ
る
使
用
、
犯
罪
者
に
よ
る
盗
み
・
改
竄
に
さ
ら
さ
れ

た
と
き
生
ず
る
市
民
の
被
害
は
深
刻
で
あ
る
。
大
き
な
損
失
を
伴
う
に
も

か
か
わ
ら
ず
企
業
・
行
政
で
繰
り
返
さ
れ
る
個
人
情
報
の
侵
害
発
生
は
そ

の
絶
対
的
防
止
策
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ウ
．
番
号
の
新
規
付
与
に
は
膨
大
な
コ
ス
ト
を
要
す
る
。
既
存
の
番
号
を
利

用
し
よ
う
と
す
れ
ば
住
基
ネ
ッ
ト
が

短
に
あ
る
が
、
仮
に
こ
れ
を
用
い

る
と
す
れ
ば
制
度
創
設
時
の
反
対
意
見
に
対
し
て
「
使
用
を
厳
密
に
限
定

す
る
」
と
い
う
政
府
の
約
束
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
悪
例
と

な
り
、
政
府
・
制
度
へ
の
不
信
を
増
幅
す
る
。

政
府
・
与
党
の
年
金
制
度
検
討
開
始

政
府
・
与
党
の
年
金
制
度
検
討
開
始

―
五
月
を
目
途
に
制
度
検
討
―

―
五
月
を
目
途
に
制
度
検
討
―
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